
 

 

指定通所介護事業所 

札幌市通所型サービス 

重要事項説明書 
 

 

 

当事業所はご利用者様に対して指定通所介護サービス・札幌市通所型サ

ービスを提供いたします。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契

約上のご注意いただきたいことを説明いたします。 

 

 

 

当サービスのご利用は、事業対象者もしくは原則として要介護認定の結

果、「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定

をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 
 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号 ０１７０５００１６９） 

 

 

 

 

和幸園デイサービスセンター   
令和 7 年 6 月 15 日改訂 
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１ 事業者 

（１）法人の名称  社会福祉法人 北海道ハピニス 

（２）法人所在地  札幌市南区石山９３３番地３ 

（３）代表者氏名  理事長 石川 由男 

（４）電話番号   ０１１－５９１－５２１０ 

（５）設立年月日  昭和４７年１２月２１日 

 

２ 事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定通所介護事業所 

           札幌市通所型サービス 

           平成１２年４月１日指定 第０１７０５００１６９号 

           ※当事業所は特別養護老人ホーム和幸園に併設されています。 

（２）事業所の名称  和幸園デイサービスセンター 

（３）事業所の所在地 札幌市南区石山９３２番地３ 

（４）管理者氏名   平松 朋紀 

（５）開設年月日   平成５年６月１６日 

（６）利用者定員   ５０人 

（７）通常の事業の実施地区  札幌市南区(中央区及び豊平区の一部) 

（８）電話番号    ０１１－５９２－７７１０  

ＦＡＸ番号      ０１１－５９１－５２３１ 

 

３ 事業の目的と運営方針 

（１）事業の目的 

当事業所は、介護保険法令に従い、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に

対し、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援することを目的として、ご利用者に通所介護サービス、札幌市通所型サー

ビスを提供いたします。 

（２）事業の運営方針 

要介護状態等のご利用者が、可能な限り自立した居宅生活を営むことができる

よう、心身機能の維持並びに社会的孤立感の解消に努めると共に、ご家族の身体

的・精神的負担の軽減を図るため、ご利用者の立場に立った通所介護サービスを提

供いたします。 

 

４ 事業所の営業日及び営業時間 

  営業日  月～土曜日（祝日含む）。但し、１２月３１日～１月３日はお休みと  

致します。 

  営業時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 
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５ サービスの提供日及び提供時間 

  提供日  月～土曜日（祝日含む）。但し、１２月３１日～１月３日はお休みと  

致します。 

  提供時間 午前９時３０分～午後４時４５分 

 

６ 職員の配置状況                  令和 7年 6月 15日現在 

 

職 種 

 

員数 

左の区分  

備考 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １ 
 

１ 
  併設生活介護事業所 

グリンハイム 

生 活 相 談 員 ３ １ ２   内２名介護職員兼務 

介 護 職 員 １４ ６ ２ ６  内２名相談員兼務 

看 護 職 員 ４    ４ 機能訓練指導員兼務 

機能訓練指導員 ６ １  １ ４ 内４名看護職員兼務 

 

７ 主な職員の勤務体制 

    ・管理者             ９：００～１８：００ 

  ・生活相談員     ７：５０～１８：００（ 早出、遅出あり ） 

  ・介護職員       ７：５０～１８：００（   〃     ） 

  ・看護職員       ９：００～１６：３０ 

  ・機能訓練指導員   ９：００～１８：００ 

 

８ サービスの概要 

（１）介護保険給付の対象となるサービス 

    ①入浴 

・入浴又は清拭を行います。 

②排泄 

・ご利用者の身体状況に応じて適切な排泄介助を行います。 

③日常動作訓練 

・自立支援を基本とした多様なプログラムを組み立て、ご利用者個々のニー

ズや心身機能のレベルに応じたサービスに心掛けながら、ご利用者に対す

る介護予防・生活支援・健康づくり対策など、心身機能の回復又はその  

減退防止に努めます。また、文化的な活動（学芸、個別の趣味等）やレクリ

ェーション活動を通じて心身機能の活性化を図ります。 
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（２）介護保険給付の対象外となるサービス 

①食事 

 ・管理栄養士の立てる献立表により、ご利用者の身体的状況及び嗜好を考慮 

    した食事を提供いたします。 

 

＜利用料金＞ 

○通所介護（事業所規模：通常規模型） 

 

▽サービス提供時間：７時間以上８時間未満 

【基本料金】                  令和 7 年 6 月 15 日現在（日額） 

 
要 介 護 度 単 位       

利 用 者 負 担 額 

１割 ２割 ３割 

通所介護費 

要 介 護 １ ６５８ ６６７円 １，３３４円 ２，００２円 

要 介 護 ２ ７７７ ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円 

要 介 護 ３ ９００ ９１３円 １，８２５円 ２，７３８円 

要 介 護 ４ １，０２３ 
１，０３７

円 
２，０７５円 ３，１１２円 

要 介 護 ５ １，１４８ 
１，１６４

円 
２，３２８円 ３，４９２円 

 

 

▽サービス提供時間：５時間以上６時間未満 

【基本料金】                            （日額） 

 
要 介 護 度 単 位       

利 用 者 負 担 額 

１割 ２割 ３割 

通所介護費 

要 介 護 １ ５７０ ５７８円 １，１５６円 １，７３４円 

要 介 護 ２ ６７３ ６８２円 １，３６５円 ２，０４７円 

要 介 護 ３ ７７７ ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円 

要 介 護 ４ ８８０ ８９２円 １，７８５円 ２，６７７円 

要 介 護 ５ ９８４ ９９８円 １，９９６円 ２，９９３円 
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【加算料金】                            （日額） 

加 算 の 種 類 加 算 内 容 単位 
利 用 者 負 担 額 

１割 ２割 ３割 

入浴介助加算（Ⅰ） 
入浴介助（観察を含む）を行った場合

に加算します。 
４０／日 ４１円 ８１円 １２２円 

入浴介助加算（Ⅱ） 

入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて、

「多職種連携」と「個別入浴計画書作

成」を行い、利用者の居宅を訪問し、

浴室における利用者の動作及び浴室

の環境を評価する場合に加算します。 

（Ⅰ）算定している場合は同日併算定

できません。 

５５／日 ５６円 １１２円 １６７円 

個別機能訓練加算Ⅰ

（イ） 

機能訓練指導員（専従 1 名以上配置で

配置時間の定めなし）は、利用者の心

身の状況に応じ、身体機能及び生活機

能向上を目的とする機能訓練項目を

設定し、利用者の生活意欲が増進され

るよう援助した場合に加算します。 

（ロ）算定している場合は同日併算定

できません 

５６／日 ５７円 １１４円 １７０円 

個別機能訓練加算Ⅰ

（ロ） 

個別機能訓練加算Ⅰ（イ）の機能訓練

指導員に加え、専従 1 名以上配置（配

置時間の定めなし）し、利用者を援助

した場合に加算します。 

（イ）算定している場合は同日併算定

できません。 

７６／日 ７７円 １５６円 ２３１円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

定められた要件を満たす職員が一定

割合以上配置されている場合に加算

します。 

２２／日 ２２円 ４５円 ６７円 

認知症加算 

認知症状のある方を受け入れられる

事業所体制（専門研修受講職員配置、

職員加配等）を整え、専門的なケアを

行った場合に加算します。 

６０／日 ６１円 １２２円 １８３円 

送迎を行わない 

場合の減算 

片道ごとに送迎を行わない場合に減

算します。 
４７／日 －４８円 －９５円 －１４３円 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅰ） 

利用総単位数に 9.2％を加算します。 
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【加算料金】                            （月額） 

加 算 の 種 類 加 算 内 容 単位 
利 用 者 負 担 額 

１割 ２割 ３割 

個別機能訓練加算 

（Ⅱ） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）に加えて、個別

機能訓練計画等の内容を厚生労働省に

提出し、フィードバックを受けている場

合に加算します。 

２０／月 ２０円 ４１円 ６１円 

ADL 維持等加算 

（Ⅰ） 

ADL を良好に維持・改善する事業者を高

く評価するため、算定要件に該当した場

合は加算します。 

３０／月 ３１円 ６１円 ９２円 

ADL 維持等加算 

（Ⅱ） 

（Ⅰ）算定している場合は算定できませ

ん。 
６０／月 ６１円 １２２円 １８３円 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 

「嚥下」「食事摂取」等の口腔機能低下

が認められる状態、または口腔機能が低

下する恐れがあるご利用者に対し、口腔

機能改善管理指導計画を作成、個別での

指導を行った場合に加算します。 

１５０／回 

１５２円 

※月 2 回

を限度 

３０４円 

※月 2 回 

を限度 

４５６円 

※月 2 回 

を限度 

口腔機能向上加算 

（Ⅱ） 

口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加

え、口腔機能改善管理指導計画等の情報

を厚生労働省に提出し、フィードバック

を受けている場合に加算します。 

（Ⅰ）算定する場合は、算定できません。 

１６０／回 

１６２円 

※月 2 回

を限度 

３２４円 

※月 2 回

を限度 

４８７円 

※月 2 回 

を限度 

口腔・栄養 

スクリーニング加算

（Ⅰ） 

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、

適切な管理等を行うことにより、口腔機

能低下の重症化等の予防、維持、回復等

に繋げる取り組みをしている場合に加

算します。 

２０／月 

２０円 

※６月に

1 回を 

限度 

４１円 

※６月に 

1 回を 

限度 

６１円 

※６月に 

1 回を 

限度 

口腔・栄養 

スクリーニング加算

（Ⅱ） 

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、

適切な管理等を行うことにより、口腔機

能低下の重症化等の予防、維持、回復等

に繋げる取り組みをしている場合に加

算します。（Ⅰ）算定する場合は、算定で

きません。 

５／月 

６円 

※６月に

1 回を 

限度 

１１円 

※６月に 

1 回を 

限度 

１６円 

※６月に 

1 回を 

限度 
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科学的介護 

推進体制加算 

入所者・利用者ごとの ADL 値、栄養状態、

口腔機能、認知症の状況、その他の入所

者の心身の状況等の係る基本的な情報

を厚生労働省に提出し、フィードバック

を受けている場合に加算します。 

４０／月 ４１円 ８１円 １２２円 

 

【保険給付外のサービス及び利用料用（料金は全額自己負担となります。）】 （日額） 

種  類 内                   容 

食  費 昼食        ５５０円   

 ※その他、レクリェーション・外出行事等で実費をいただく場合があります。 

 

○札幌市通所型サービス（通所介護相当型） 

 

【基本料金】                      令和 6 年 6 月 1 日現在 

 
 

単 位 
利用者負担額 

利用回数 
１割 ２割 ３割 

事業対象者 

要 支 援 １ 

日額 ４３６ ４４２円 ８８４円 １，３２６円 
３回／月まで 

＊週１回を超えない 

月額 １，７９８ 
１，８２３

円 

３，６４６

円 
５，４７０円 ４回以上利用の場合 

要 支 援 ２ 

日額 ４４７ ４５３円 ９０７円 １，３６０円 
７回／月まで 

＊週２回を超えない 

月額 ３，６２１ 
３，６７２

円 
７，３４３円 

１１，０１５

円 
８回以上利用の場合 

 

【加算料金】＊送迎加算、入浴加算は基本単価に包括                     

加 算 の  

種 類 
内  容 単 位 

利 用 者 負 担 額 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

定められた要件を

満たす職員が一定

割合以上配置され

ている場合に加算

します。 

要支援１ ８８／月 ８９円 １７８円 ２６８円 

要支援２ １７６／月 １７８円 ３５６円 ５３５円 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 

利用者の「自立支援・重度化防止」に繋

がるサービスを現場に促す一環として、

利用者の口腔機能のスクリーニングを行

うことを評価する。 

１５０／回 

１５２円 

※月 2 回

を限度 

３０４円 

※月 2 回

を限度 

４５６円 

※月 2 回

を限度 

口腔機能向上加算 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加 １６０／回 １６２円 ３２４円 ４８７円 
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（Ⅱ） え、口腔機能改善管理指導計画等の情報

を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サ

ービスの実施にあたって、当該情報その

他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用しているこ

と。（Ⅰ）算定している場合は算定できま

せん。 

※月 2 回

を限度 

※月 2 回

を限度 

※月 2 回

を限度 

口腔・栄養 

スクリーニング 

加算（Ⅰ） 

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、

適切な管理等を行うことにより、口腔機

能低下の重症化等の予防、維持、回復等

に繋げる。 

２０／月 

２０円 

※６月に

1 回 

を限度 

４１円 

※６月に

1 回 

を限度 

６１円 

※６月に

1 回 

を限度 

口腔・栄養 

スクリーニング加算

（Ⅱ） 

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、

適切な管理等を行うことにより、口腔機

能低下の重症化等の予防、維持、回復等

に繋げる取り組みをしている場合に加算

します。（Ⅰ）算定している場合は算定で

きません。 

５／月 

６円 

※６月に

1 回を 

限度 

１１円 

※６月に 

1 回を 

限度 

１６円 

※６月に 

1 回を 

限度 

科学的介護 

推進体制加算 

入所者・利用者ごとの ADL 値、栄養状態、

口腔機能、認知症の状況、その他の入所

者の心身の状況等の係る基本的な情報を

厚生労働省に提出し、フィードバックを

受けている場合に加算します。 

４０／月 ４１円 ８１円 １２２円 

通所型独自 

送迎減算 

利用者に対し、その居宅と指定相当通所

サービス事業所との間の送迎を行わない

場合、片道ごとに送迎を行わない場合に

減算します。 

４７／日 －４８円 －９５円 
－１４３

円 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅰ） 

利用総単位数に 9.2％を加算します。 

 

 

 

【保険給付外のサービス及び利用料用（料金は全額自己負担となります。）】 （日額） 

種  類 内                   容 

食  費 昼食        ５５０円  

  ＊その他、レクリェーション・外出行事等で実費をいただく場合があります。 
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９ サービス利用に当たっての留意事項 

  当事業所を利用するにあたり以下のことに留意ください。 

① ご利用者は事業所の施設・設備について本来の用途にしたがって利用して下さい。 

② ご利用者は事業所の施設・設備について故意又は重大な過失により滅失、破損した

場合は、自己の責任により現状に復するか又は相当の代価を支払うものとします。 

③ ご利用者及びそのご家族は健康状態に異常がある場合にはその状況を事前に申し

出てください。 

④ ご利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、ご利用者及びそのご

家族等と事業所との協議により施設・設備の利用方法を決めます。 

⑤ ご利用者の送迎については、ご利用いただくご利用者皆様を安全に送迎するため、 

別紙「送迎に関する説明書」に基づき対応させていただきますので、ご協力をお願い

致します。 

 

 

１０ 非常災害対策 

防 火 担 当 者 主任生活相談員  木村 直子 

非 常 災 害 時 の 対 策 

別に定めた消防計画に基づき、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制の整備などの非常災害への対策を 

講ずる。 

避 難 訓 練 年２回実施 

 

 

１１  緊急時対応手順 

    管理者及び職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態 

が生じた時には、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し適切な措置を講じます。 

また、ご家族及び担当の居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所へ遅滞なく連絡、

説明を行います。 

 

１２ 相談の受付 

  当事業所における相談は以下で受け付けます。 

  （相談担当） 主任生活相談員 木村 直子（キムラ ナオコ） 

  （受付時間） 午前８時３０分～午後５時３０分（月～土） 

  （電話番号） ０１１－５９２－７７１０ 
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１３ 苦情処理の体制及び手順 

  当事業所における苦情については、苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者 

委員を置き、ご利用者並びにご家族様からの苦情に適切に対応いたします。 

 

○苦情受付担当者 

氏名 職務等 

木村 直子  主任生活相談員 

 

○苦情解決責任者 

氏名 職務等 

平松 朋紀 常務理事、総合施設長、法人事務局長 

星野八重子 和幸園施設長 

五十嵐敦子 グリンハイム施設長 

 

○苦情解決第三者委員会 

氏名 職務等 電話番号 

吉山 直子 石山まちづくりセンター所長 
011-591-8734 

（石山まちづくりセンター） 

伊藤 新一朗 北星学園大学社会福祉学部准教授 
011-891-2731 内線 1607 

（北星学園大学） 

 

＜苦情解決の方法＞ 

（１）苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受け付け担当者が随時受け付けます。 

 

（２）苦情受付の確認・報告 

苦情受付担当者は受け付けた苦情を確認し、苦情解決責任者と第三者委員に報

告いたします。 

（３）苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その

際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、第三者委員の助言や立会いを求めるこ

とができます。 

（４）苦情が解決できない場合 

当事業所で解決できない苦情は、下記の相談窓口に申し立てることができます。 
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北海道福祉サービス運営適正化委員会 ０１１－２０４－６３１０ 

 

北海道国民健康保険団体連合会（苦情相談専用）０１１－２３１－５１７５ 

  

札幌市役所 保健福祉局 保健福祉部 介護保険課 

事業指導課   ０１１－２１１－２９７２ 

 

１４ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施なし  

 

１５ 利用料金等のお支払い方法 

    利用料金・諸費用は、1 ヶ月ごとに計算しご請求いたしますので、下記のいず

れかの方法でお支払いください。 

 

支払い区分 支払い期限 支払い方法 

銀行口座振替 翌月２７日 

金融機関からの口座振替 

当日が土曜、日曜、祝日などの場合は翌営業日とし

ます。 

銀 行 振 込 翌月２７日 

下記指定銀行への振込み 

北洋銀行真駒内中央支店 普通預金 3358971 

社会福祉法人北海道ハピニス 

理事長 太田三夫 

現 金 払 い 翌月２７日 事業所窓口での現金支払い（収納窓口）経理係 
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令和   年   月   日 

 

 

                            

指定通所介護サービス・札幌市通所型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づ

き重要事項の説明を行いました。 

 

 

        和幸園デイサービスセンター 

 

        説明者職名    主任生活相談員      木 村 直 子 印 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービス・

札幌市通所型サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

 

 

              契約者（ご利用者） 

 

住 所   札幌市南区常盤 102-29 

                               若田様方 

氏 名                 印 

              

                    

 

              ご家族代表  

 

住 所 

 

氏 名               印 

 

                 続 柄 （     ） 


